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平 成 年
月 日
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山
口
県
告
示
第
八
十
八
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二

周
東
町
久
宗
土
地
区
画
整
理
組

る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次

が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
日

和
木
加
入
区

立
木
の
伐
採
の
限
度
並

立
木
の
伐
採
の
限
度
並

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省

市
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
阿

山
口
県
告
示
第
八
十
七
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和

平
成
二
十
一
年
三
月
三
日

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に

保
安
林
の
指
定
を
す
る
件

関
す
る
告
示
（
平
成
十
三
年

二

変
更
に
係
る
指
定
施
業
要

立
木
の
伐
採
の
方
法

変
更
し
な
い
。 告

山
口
県
告
示
第
八
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
次
の

十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三

合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と

の
加
入
区
に
つ
い
て
、
同
法
第
百

山
口

び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹

び
に
植
栽
の
方
法
及
び
樹
種
を
、

略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県

武
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第

山
口

係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
保

（
平
成
十
一
年
農
林
水
産
省
告
示

山
口
県
告
示
第
三
百
八
号
）
に
定

件

示

律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三

よ
う
に
変
更
す
る
。

一

十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

お
り
認
可
し
た
。

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同

県
知
事

二

井

関

成

種次
の
と
お
り
と
す
る
。

農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
並
び
に

供
す
る
。
）

百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

県
知
事

二

井

関

成

安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

第
百
二
号
）
及
び
保
安
林
の
指
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

、 意 萩よ に 保

告

示



平

〃

成 年 月 日 火曜日

市下〃〃〃〃〃

山 口

の
一緑

二
号

（定期）県 報

四五山
急

第 号

一二三

〃

名

町

関

市

彦

島

緑

〃〃〃〃〃

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
日

町

の

地
区
に
関
す
る
部
分
二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す

と
十
七
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ

平
成
八
年
六
月
十
四
日

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
平
成
八
年
六
月

変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
一
年
三
月
三
日

口
県
告
示
第
八
十
九
号

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
に

平
成
二
十
一
年
三
月
三
日

土
地
区
画
整
理
組
合
の
名
称

周
東
町
久
宗
土
地
区
画
整
理
組
合

事
務
所
の
所
在
地

岩
国
市
山
手
町
二
丁
目
六
五
番
二

設
立
認
可
の
年
月
日

五
二
三
八
の
一

名

地

番

町

五
二
四
〇

五
二
三
九
の
一

五
二
三
八
の
一

五
二
三
八
の
一

五
二
三
八
の
一

九
三
六

山
口
県
知

区
域
の
範
囲
を
次
の
よ
う
に

る
標
柱
一
号
か
ら
十
七
号
ま
で

た
区
域

十
四
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三

関
す
る
告
示
（
平
成
十
七
年
山

山
口
県
知

二
号

七
号 標

柱

番

号

一
号

二
号

三
号

四
号

五
号

六
号

事

二

井

関

成

改
め
る
。

を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一

月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

口
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号
）

事

二

井

関

成

周
東
高
森
土
地
改
良
区

（
六
七
）
県
営
鹿
野
大
潮
地
区

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

県
営
鹿
野
大
潮
地
区
中
山
間
地

と
お
り
行
い
ま
し
た
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
日

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員

平
成
二
十
一
年
三
月
三
日

退
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

〃

〃

〃

〃

公

（
六
六
）
土
地
改
良
区
の
役
員

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

山
口

監

事

山
門

賢
亮

岩
国

中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
葉

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十

域
総
合
整
備
事
業
の
施
行
に
係
る

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八

の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り

山
口

理
事

監
事
の
別

氏

名

住

五
二
五
一

五
二
五
〇告

の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出

五
二
三
八
の
一

五
二
三
七

五
二
三
六
の
一

五
二
五
五
の
二

五
二
五
三
の
一

九
三
九

九
三
九

五
二
五
二
の
一

県
知
事

二

井

関

成

市
周
東
町
下
久
原
一
一
七
四

の
内
換
地
区
）
の
換
地
処
分

九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り

葉
の
内
換
地
区
の
換
地
処
分
を
次

条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土

ま
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成所

十
六
号

十
七
号

八
号

九
号

十
号

十
一
号

十
二
号

十
三
号

十
四
号

十
五
号

二

、の 地

公

告



平成

二

年 月 日 火曜日

山
準
用

四
条

準
用

ま
す

一

山 口 県

二三（
六

（定期）報

（
六測

第
二

通
知

一

第 号

一二
た

小
野
田
都
市
計
画
下
水
道
山
陽
小

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧

陽
小
野
田
市
か
ら
都
市
計
画
法

す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規

第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し

す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規

。平
成
二
十
一
年
三
月
三
日

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

公
共
測
量
（
基
準
点
設
置
）

作
業
の
地
域

宇
部
市
大
字
際
波

作
業
の
期
間

平
成
二
十
年
九
月
二
十
日
か
ら
平

九
）
小
野
田
都
市
計
画
下
水
道
の

八
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

項
の
規
定
に
よ
り
、
山
口
地
方
法

が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
日

作
業
の
種
類

換
地
処
分
の
年
月
日

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

換
地
処
分
の
内
容

県
営
鹿
野
大
潮
地
区
中
山
間
地
域

換
地
計
画
の
と
お
り

野
田
市
公
共
下
水
道

場
所

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）

定
に
よ
る
小
野
田
都
市
計
画
下

の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写

山
口
県
知

成
二
十
一
年
一
月
三
十
一
日
ま

変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦

八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お

務
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共

山
口
県
知

総
合
整
備
事
業
（
葉
の
内
換
地

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

水
道
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し

事

二

井

関

成

で覧 い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の

事

二

井

関

成

区
）
換
地
計
画
書
に
記
載
さ
れ

製

図

木
造
建
築
士

学

科

平
成
二
十
一
年
三
月
三
日

一

試
験
の
日
時

区

分

科

目

二
級
建
築
士

試

験

学

科

設

計

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市

（
七
一
）
平
成
二
十
一
年
二
級

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年

建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士

な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す

す
。

用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項

す
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
日

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名

山
陽
都
市
計
画
下
水
道
山

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市

（
七
〇
）
山
陽
都
市
計
画
下
水

山
陽
小
野
田
市
か
ら
都
市
計

準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
の

四
時
ま
で

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
六
日
（
日
曜

分
ま
で

山
口

日

平
成
二
十
一
年
七
月
五
日
（
日
曜
日
）

で平
成
二
十
一
年
九
月
十
三
日
（
日
曜
日

計
画
課

建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試

法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
三
条
の

試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す

る
事
務
は
、
財
団
法
人
建
築
技
術

の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の

山
口

称陽
小
野
田
市
公
共
下
水
道

の
縦
覧
場
所

計
画
課

道
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の

画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

項
の
規
定
に
よ
る
山
陽
都
市
計
画

写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同

三

日
）

午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
十

県
知
事

二

井

関

成

時

午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
十
分
ま

）

午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら
午
後

験
の
実
施

規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
一
年
二

。
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
に
行
わ
せ

写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し

県
知
事

二

井

関

成

縦
覧

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

下
水
道
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十

法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

級ま ま て四準
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と士
七

山 口

六
しに

（定期）県 報

四五

第 号

二三

受
験
の
申
込
み
の
受
付
期
間
及

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
（
水

。郵
送
の
場
合
は
、
必
ず
書
留
速
達

試
験
」
と
朱
書
し
て
、
山
口
県
建

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方

平
成
十
六
年
以
降
の
二
級
建
築

う
ち
、
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育

要
な
個
人
情
報
の
使
用
に
つ
い

ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り

山
口
市
大
手
町
三
番
八
号

山
口
県
建
築
士
会
館
会
議
室

受
付
時
間

午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

受
験
申
込
書
の
提
出
方
法

受
験
申
込
書
は
、
山
口
県
建
築

、
離
島
そ
の
他
の
遠
隔
地
で
直
接

限
り
郵
送
で
も
よ
い
。
こ
の
場
合

設
計
製
図

受
験
資
格

建
築
士
法
第
十
五
条
各
号
の
い
ず

受
験
申
込
書
の
受
付
期
間
、
受
付

受
付
期
間

平
成
二
十
一
年
四
月
十
三
日

は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
十
七
日

受
付
場
所

試

験

設

計

製

図

平
成
二

四
時
ま

試
験
の
場
所

山
口
市
秋
穂
二
島
一
〇
六
二

山
口
県
セ
ミ
ナ
ー
パ
ー
ク

試
験
の
科
目

学
科

建
築
計
画
、
建
築
構
造
、
建
築

び
受
付
時
間

曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
同
月
七

と
し
、
封
筒
の
表
に
「
二
級
建

築
士
会
あ
て
に
送
付
す
る
こ
と

法
に
よ
る
受
験
の
申
込
み

士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験

普
及
セ
ン
タ
ー
に
対
し
て
、
こ

て
、
あ
ら
か
じ
め
承
諾
を
し
て
い

受
験
の
申
込
み
を
す
る
こ
と
が

士
会
館
会
議
室
に
お
い
て
本
人
が

申
込
み
が
で
き
な
い
場
合
等
や

に
お
い
て
は
、
勤
務
先
の
証
明

れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ

場
所
及
び
受
付
時
間

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
七
日
（

ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
、

十
一
年
十
月
十
一
日
（
日
曜
日
）

で施
工
及
び
建
築
法
規

日
（
火
曜
日
）
午
後
四
時
ま
で

築
士
試
験
」
又
は
「
木
造
建
築

。の
受
験
の
申
込
み
を
し
た
者
の

の
試
験
の
受
験
の
申
込
み
に
必

る
も
の
に
限
り
、
イ
ン
タ
ー

で
き
る
。

直
接
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ

む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合

書
又
は
住
民
票
を
添
付
す
る
こ

と
。

金
曜
日
）
ま
で
（
郵
送
の
場
合

有
効
と
す
る
。
）

午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら
午
後

設
計
製
図
の
課
題
は
、

長
門
市
建
設
部
都
市
建
設
課

柳
井
市
建
設
部
土
木
建
築
課

周
南
市
都
市
開
発
部
建
築
指
導

山
陽
小
野
田
市
建
設
部
建
築
住

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の

築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ

と
。

社
団
法
人
山
口
県
建
築
士
会
岩

社
団
法
人
山
口
県
建
築
士
会
防

下
関
市
都
市
整
備
部
建
築
指
導

宇
部
市
土
木
建
築
部
建
築
指
導

萩
市
土
木
建
築
部
建
築
課

下
松
市
建
設
部
住
宅
建
築
課

光
市
建
設
部
建
築
住
宅
課

九

そ
の
他

試
験
案
内
、
受
験
要
領

か
ら
同
月
十
七
日
（
金
曜

配

布

場

社
団
法
人
山
口
県
建
築
士
会

八

合
格
者
の
発
表

学
科
試
験
合
格
者

１

二
級
建
築
士
試
験

平
成
二
十
一
年
八
月

２

木
造
建
築
士
試
験

平
成
二
十
一
年
九
月

最
終
合
格
者

平
成
二
十
一
年
十
二
月

平
成
二
十
一
年
六
月
十
日
（
水
曜

長
門
市
東
深
川
一
三

柳
井
市
南
町
一
丁
目

課

周
南
市
岐
山
通
一
丁

宅
課

山
陽
小
野
田
市
日
の

問
合
せ
は
、
広
島
市
中
区
大
手
町

ー
中
国
四
国
支
部
（
電
話
〇
八
二

国
支
部

岩
国
市
尾
津
町
一
丁

株
式
会
社
吉
村
設

府
支
部

防
府
市
大
字
新
田
二

三
田
尻
中
関
港
湾

課

下
関
市
南
部
町
一
番

課

宇
部
市
常
盤
町
一
丁

萩
市
大
字
江
向
五
一

下
松
市
大
手
町
三
丁

光
市
中
央
六
丁
目
一

、
受
験
申
込
書
等
の
配
布
は
、
平

日
）
ま
で
次
の
場
所
に
お
い
て
行

所

所

山
口
市
大
手
町
三
番

山
口
県
建
築
士
会

二
十
五
日
（
火
曜
日
）
ご
ろ

八
日
（
火
曜
日
）
ご
ろ

三
日
（
木
曜
日
）
ご
ろ

日
）
ご
ろ
か
ら
財
団
法
人
建
築
技

三
九
の
二

一
〇
番
二
号

目
一

出
一
丁
目
一
番
一
号

二
丁
目
一
一
番
一
五
号
財
団
法
人

二
四
五

八
〇
五
五
）
に
す
る

目
六
番
三
四
号

計
事
務
所
内

〇
三
三
の
一

福
祉
セ
ン
タ
ー
二
階

一
号

目
七
番
一
号

〇目
三
番
三
号

番
一
号

成
二
十
一
年
四
月
六
日
（
月
曜
日

う
。

在

地

八
号

館
内

四

術 建こ ）



平成 年 月 日 火曜日

下
山

野
南

名 政

山 口 県

山
山

政
あ
っ

（定期）報

教
号
）

「
厚

「
宇

第 号

山

平
成
二
十
一
年
三
月
三
日

氏
の

者
表

代
称 の

体
団

治

会
援

後
右

京

の
者
計

会
名

援
後

也
竜

崎
山

治
政

本
松

宮
元

重
兼

会

陽
小
野
田
地
区

山
陽
小
野

選
挙
管
理

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年

た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の

科
用
図
書
採
択
地
区
の
設
定
に

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

平
成
二
十
一
年
三
月
三
日

「
玖
珂
地
区
」
を
「
岩
国
地
区
」
に

狭

地

区

宇
部
市
、

部

地

区

宇
部
市

教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
各
支
部
及
び

試
験
当
日
に
試
験
場
に
掲
示
す
る

教

育

委

口
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

所
務
事

る
た

主
名
氏
任
責

仙
市

門
長

彰
信

地
在
所

の

崎井
平

市
口

山
吉
祐

の

田
市
」
に
改
め
る
。

委
員
会

第
二
十
二
号

法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条

と
お
り
で
あ
る
。

関
す
る
告
示
（
昭
和
三
十
九
年
山

。

山

、山
陽
小
野
田
市
」
を

社
団
法
人
山
口
県
建
築
士
会
に

。
員

会

号

長

上

符

正

顕考
備

項
事
の
他
の

そ
日
月
年
出

届
）

成
平

、、

〃
〃

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

口
県
教
育
委
員
会
告
示
第
九

口
県
教
育
委
員
会

掲
示
す
る
と
と
も
に
、
学
科
の

三
第

県
口
山
党
主
民
由
自

名
の

体
団

治
政

支
区
挙

選

自

部
支
毛
熊
党
主
民
由
自

選
一
第

県
口
山
党
主
民
由

支
区
挙

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項

平
成
二
十
一
年
三
月
三
日

者
表
代

称
名

の
体

団
治
政

氏
の

者
任
責
計
会

名
氏

の

て
育
を
君

勉
ら

む
か
た

名

谷
部

一
知

田
原

会
る

候
の
職
公
る

類
種
の

職
公

類
種
の
職
公

る
係

に
者

補

原
者
任
責
計
会

議
院
議
衆

治
政
係

関
員
議
会
国

万
田

法
金
資
治

政

分
区
の

体
団

第

員
国
る
係

に
第
項
１

第
条

あ
で

者
表

代

部

体
政
係
関

る
係
に
者
補

候
の

職
公

る

項
事

動
異

称
異

議
院
議
衆

会
国

田
上

者
任
責
計
会

新

区
の

体
団
治

政
係

関
員
議

第
法

金
資
治

政

分
員

国
る
係

に
第
項
１

第
条

あ
で

者
表

代
部

体
政
係
関

示
第
二
十
三
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

地
在

所
の
所

務
事
る
た
主

府
防

大

公
名

氏

候
の
職

公

号
７
番
６
目

丁
１

神
天
市

衆
勉

邑

五

正
規

市
健

山
片

史

─
─

員

会
国

団
治
議
会
号
１
７
の

外
以
体
団
治
政

係
関
員

議

〃
〃

─
─

員

体
団

治
政

の

考
備

旧

容
内

動

日
月
年
出

届
）

成
平

朗
武

田
山

悟
、
、

団
治
議
会
号
１
７
の
正
規

体
団
治
政

係
関
員
議
会
国

〃
〃

体
団
治
政
の

外
以

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

委
員
長

上

符

正

顕 考
備

項
事

の
他
の

そ
者

補

日
月

年
出

届
）

治
政

員
議
院
議

類
種
の
職

第
法
正

規
金
資

に
号
２
第

項
１
第
７
の

条

治
政
係
関

員
議
会
国
る

係
成
平

体
団

、
１
、

が

教

育

委

員

会

選
挙
管
理
委
員
会



平成 年 月 日 火曜日

田
石

山 口

倍
安

主
民

（定期）県 報

由
自

由
自

第 号

口
山

党

会
援

後
一

修

由
自

後
三

晋

部
支

総
区

４
第

県

四
第

県
口

山
党

主
民

会
援

口
山
党

主
民

部
支

区
挙

選

二
第
県

口
山

党
主

民

部
支

名
氏
の

者

体

部
支

区
挙

選

公
る
係

に
持

支
は
又

薦
推

職
公
る

係
に

者
補
候

の
職

計
会

員
議

院
議

衆

類
種

の

員
議
会

国

実
向
川

者
任
責

政

分
区
の

体
団
治

政
係

関
第
法

正
規

金
資

治

に
号

２
第
項

１
第

７
の

条

治
政
係

関
員

議
会

国
る

係

議
会

国
る

係
に

分
区
の

団

者
表
代

体
団

治
政

係
関

員

に
者

補
候

の
職
公

る
あ

で
院
議

衆
類

種
の
職

公
る

係

治
政

係
関

員
議
会

国

員
議

規
金
資

治
政

分
区
の

体
団

第
法

正

に
号

２
第
項

１
第

７
の

条

治
政
係

関
員

議
会

国
る

係

晋
倍
安

補
候
の

職
公

体
団

職
公

る
あ

で
者
表

代
体

三

の
職
公

る
係
に

者
補

候
の

者
表

代

員
議
院

議
衆

類
種

市
口
山

所
務

事

生
寿

田
武

番
９

町
田

神

団
治

政
係

関
員
議

会
国

号

第
法

正
規
金

資
治

政

体

国

号
１

第
項

１
第

７
の

条

の
体

団
治
政

係
関

員
議
会

第
法

正
規

金
資

治
政

分
区

に
号

１
第
項

１
第

７
の

条

治
政
係

関
員

議
会

国
る

係

職
公

る
あ

で
者
表

代
体

団

の
職
公

る
係
に

者
補

候
の

議
会
国

員
議

院
議

衆
類

種

分
区

の
体

団
治
政

係
関

員
第

法
正

規
金

資
治

政に
号

１
第
項

１
第

７
の

条

治
政
係

関
員

議
会

国
る

係

〃
〃

雄
武

藤
加

─
─

団

体
団
治
政

係
関
員
議
会
国

治
政
の

体
団
治
政
の

外
以

議
会
国

〃
〃

〃

─
─

体
団

の
外
以
体
団
治
政

係
関
員

〃
〃

─
─

体
団
治
政

〃

─
─

２
り
通
旭
市
口
山

卓
永
松

番
９
目
丁

係
関
員
議
会
国

１
〃

〃

号

員
議
会
国

外
以
体
団
治
政

政
の

外
以
体
団
治
政

係
関

〃
〃

─
─

体
団
治

体
団
治
政

係
関
員
議
会
国

村
河

〃
体
団
治
政
の

外
以

小
夫
建
村
河

会
援
後
夫
建

小
夫
建
村
河

会
援

後
田
野

建
村
河

会
援

後
合

連
田
野

名
氏
の
者

会
援
後
部
宇
夫

公
る

係
に

持
支
は
又
薦
推

職
公
る

係
に

者
補
候
の
職

責
計
会

議
院
議
衆

類
種

の

祢
美

所
務

事

康
井
三

者
任

佐
伊

伊
市

又
薦
推

建
村

河
名

氏
の

者

候
の

職
公
る
係
に
持

支
は

類
種
の

職
公
る
係
に

者
補

係
関
員

議
会

国

議
院

議
衆

資
治
政

分
区
の

体
団
治

政
第
法

金

員
国
る
係

に
第
項
１

第
条

河
補
候

の
職

公
体

政
係
関

氏
の
者

補
候
の

職
公

建
村

持
支
は
又
薦
推

建
村

河
名

に
者
補

候
の

職
公
る
係
に

院
議
衆

類
種
の

職
公
る

係

団
治

政
係

関
員
議
会
国

議

第
法

金
資
治

政

分
区
の

体
員

国
る
係

に
第
項
１

第
条

公

補
候

の
職

公
体

政
係
関 村
河

名
氏
の
者

補
候
の

職

る
係

に
持

支
は
又
薦
推

建

公
る
係

に
者
補
候
の
職

公

会
国

議
院
議
衆

類
種
の

職

区
の

体
団
治
政
係

関
員

議
第
法

金
資
治
政

分
員

国
る
係

に
第
項
１

第
条

村
木

司

─
─

員

体
政
係
関

町
佐

作
周

佐
伊

町
佐

伊
市

祢
美

１
の

─
─

員

〃
〃

─
─

夫

１
の

団
治
議
会
号
２
７
の
正
規

体
団

治
政

係
関
員
議
会
国

─
─
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〃
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２
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椋
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